
特記仕様書 令和５年４月版 新旧対照表
新 旧 備考

項　　　　　　　　　　目 記載ﾍﾟー ｼﾞ 項　　　　　　　　　　目 記載ﾍﾟｰｼﾞ
１．総　　則 （　共　通　） ５．使用資材 （　選　択　）

☐ (1) 一般 1,2 ☐ (1) 生コンクリート 44
(2) 土木工事共通仕様書の読み替えについて 3 ☐ (2) 区画線 44
(3) 第１回打合せに際して　 4 ☐ (3) 再生骨材（コンクリート廃材） 45
(4) 工事施工前・施工時に際して 4,5 ☐ (4) 種子等 46～48
(5) 工事しゅん功に際して 5 ☐ (5) 生芝 48
(6) 建設業退職金共済について 6 ☐ (6) 塗装 48
(7) 交通誘導警備員について 7
(8) 工事標識 8,9
(9) 建設機械について 10,11
(10) 工事成果品について 12～17
（11） 週休2日工事の実施について 18 ６．各種様式 （　共　通　）

履行報告書 様式-1
２．施工条件 （　共　通　） 施工体制台帳 様式-3-1

(1) 工程関係 19 作業員名簿 様式-3-2
(2) 公害関係 19,20 建設業法・雇用改善法等に基づく届出書（再下請負通知書様式） 様式-4
(3) 安全対策関係 20 施工体系図 様式-5
(4) 工事用道路関係 20 排出ガス対策建設機械を使用できない理由書 様式-6
(5) 建設副産物・廃棄物関係 21～24 使用機械一覧 様式-7

地下埋設物位置及び支障物件打合せ確認書 様式-8
３．施工条件 （　選　択　） 「ほくでん」送電線に関わる協議 様式-9

☐ (1) 本工事を施工するための条件 25 休日作業の承認願い 様式-10
☐ (2) 安全対策 26 工事施工協議簿 様式-11
☐ (3) 工期・工程関係 26 段階確認願い 様式-12
☐ (4) 盛土材・廃棄物関係 27,28 立会願い 様式-13
☐ (5) 段階確認 29 社内検査実施結果報告書 様式-14
☐ (6) 支障物件等について 29 安全訓練等実施報告書 様式-15
☐ (7) 現場環境改善 30 使用資材承認願い 様式-16
☐ (8) 植栽工について 31,32 交通誘導警備員選定通知書 様式-17
☐ (9) すき取り土の再利用について 33 交通誘導警備員配置時間集計表 様式-18
☐ (10) 既設路盤材の再生処理について 34 プラント搬入量確定確認書 様式-20
☐ (11) 家屋の事前・事後調査 35 境界杭等地先立会簿 様式-22
☐ (12) 冬期の施工について 36 「建退共」共済証紙の配布状況調査表「元請用」 様式-23
☐ (13) 公共基準点（街区基準点等）の一時的な撤去・再設置及び移設について 36 「建退共」共済証紙の配布状況調査表「下請用」 様式-24
☐ (14) 指定歩掛の試験施工，実績報告について 37 「建退共」共済証紙の配布状況調査表「再下請用」 様式-25
☐ (15) その他 38 路面ヒーター稼働時間調書 様式-28

４．使用資材 （　共　通　） 取りまとめ結果表 様式-29
(1) アスファルトコンクリート　　　 39～42 休暇届 様式-30
(2) 取付管用支管 43 安全関連資料総括表 様式-32
(3) 客土 43 生産物件（発生材）報告書 様式-33

施工実績報告書 様式-34

特　　　　　　記　　　　　　仕　　　　　　様　　　　　　書
（旭川市土木部公園みどり課　　令和5年4月版）

項　　　　　　　　　　目 記載ﾍﾟー ｼﾞ 項　　　　　　　　　　目 記載ﾍﾟｰｼﾞ
１．総　　則 （　共　通　） ５．使用資材 （　選　択　）

☐ (1) 一般 1,2 ☐ (1) 生コンクリート 43
(2) 土木工事共通仕様書の読み替えについて 3 ☐ (2) 区画線 43
(3) 第１回打合せに際して　 4 ☐ (3) 再生骨材（コンクリート廃材） 44
(4) 工事施工前・施工時に際して 4,5 ☐ (4) 種子等 45～47
(5) 工事しゅん功に際して 5 ☐ (5) 生芝 47
(6) 建設業退職金共済について 6 ☐ (6) 塗装 47
(7) 交通誘導警備員について 7
(8) 工事標識 8,9
(9) 建設機械について 10,11
(10) 工事成果品について 12～17
（11） 週休2日工事の実施について 18

２．施工条件 （　共　通　） ６．各種様式 （　共　通　）
(1) 工程関係 19 履行報告書 様式-1
(2) 公害関係 19,20 施工体制台帳 様式-3-1
(3) 安全対策関係 20 作業員名簿 様式-3-2
(4) 工事用道路関係 20 建設業法・雇用改善法等に基づく届出書（再下請負通知書様式） 様式-4
(5) 建設副産物・廃棄物関係 21～24 施工体系図 様式-5

排出ガス対策建設機械を使用できない理由書 様式-6
３．施工条件 （　選　択　） 使用機械一覧 様式-7

☐ (1) 本工事を施工するための条件 25 地下埋設物位置及び支障物件打合せ確認書 様式-8
☐ (2) 安全対策 26 「ほくでん」送電線に関わる協議 様式-9
☐ (3) 工期・工程関係 26 休日作業の承認願い 様式-10
☐ (4) 盛土材・廃棄物関係 27,28 工事施工協議簿 様式-11
☐ (5) 段階確認 29 段階確認願い 様式-12
☐ (6) 支障物件等について 29 立会願い 様式-13
☐ (7) 現場環境改善 30 社内検査実施結果報告書 様式-14
☐ (8) 植栽工について 31,32 安全訓練等実施報告書 様式-15
☐ (9) すき取り土の再利用について 33 使用資材承認願い 様式-16
☐ (10) 既設路盤材の再生処理について 34 交通誘導警備員選定通知書 様式-17
☐ (11) 家屋の事前・事後調査 35 交通誘導警備員配置時間集計表 様式-18
☐ (12) 冬期の施工について 36 プラント搬入量確定確認書 様式-20
☐ (13) 公共基準点（街区基準点等）の一時的な撤去・再設置及び移設について 36 境界杭等地先立会簿 様式-22
☐ (14) その他 37 「建退共」共済証紙の配布状況調査表「元請用」 様式-23

４．使用資材 （　共　通　） 「建退共」共済証紙の配布状況調査表「下請用」 様式-24
(1) アスファルトコンクリート　　　 38～41 「建退共」共済証紙の配布状況調査表「再下請用」 様式-25
(2) 取付管用支管 42 路面ヒーター稼働時間調書 様式-28
(3) 客土 42 施工管理総括表 様式-29

休暇届 様式-30
安全関連資料総括表 様式-32

特　　　　　　記　　　　　　仕　　　　　　様　　　　　　書
（旭川市土木部公園みどり課　　令和4年4月版）

適用年月日の修正
項目の追加，それに
伴うページの変更
様式の追加

注　意　事　項

１． 「１，２，４，６」（共通）のうち設計図書に添付していない

項目は，旭川市公園みどり課ホームページ上または契約課で

閲覧して確認すること。

「３，５」（選択）については，本設計書に添付されている

公園みどり課ホームページのアドレスは下記のとおり。
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/522/530/532/p004751.html

２． 本特記仕様書は，令和５年４月１日以降に入札する請負

工事から適用する。

ものを優先する。

注　意　事　項

１． 「１，２，４，６」（共通）のうち設計図書に添付していない

項目は，旭川市公園みどり課ホームページ上または契約課で

閲覧して確認すること。

「３，５」（選択）については，本設計書に添付されている

公園みどり課ホームページのアドレスは下記のとおり。
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/522/530/532/p004751.html

２． 本特記仕様書は，令和４年４月５日以降に入札する請負

工事から適用する。

ものを優先する。

適用年月日の修正



新 旧 備考
(2 )　土木工事共通仕様書の読み替えについて

ア　令和4年１0月改訂版　土木工事共通仕様書に記載されている北海道の工事請負契約書の条項を次のとおり読み替える。

第２条 第２条  
第３条 第３条  
第７条 第８条  
第８条 第９条  

第１０条 第１１条
第１２条 第１３条
第１３条 第１４条
第１４条 第１５条
第１６条 第１７条
第１７条 第１８条
第１９条 第２０条
第２０条 第２１条
第２１条 第２２条
第２３条 第２３条
第２５条 第２６条
第２７条 第２８条
第２８条 第２９条
第３０条 第３１条
第３２条 第３３条
第３６条 第３７条
第３７条 第３８条

イ　土木工事共通仕様書に記載されている次の語句を次のとおり読み替える。

北海道建設部 旭川市
「北海道建設部土木関係請負工事監督要領」 旭川市契約事務取扱規則

「北海道請負工事検査要領」 旭川市契約事務取扱規則

土木工事共通仕様書 旭川市建設工事請負契約約款

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

→
→
→

－　3　－

(2)　土木工事共通仕様書の読み替えについて

ア　令和3年１0月改訂版　土木工事共通仕様書に記載されている北海道の工事請負契約書の条項を次のとおり読み替える。

第２条 第２条  
第３条 第３条  
第７条 第８条  
第８条 第９条  

第１０条 第１１条
第１２条 第１３条
第１３条 第１４条
第１４条 第１５条
第１６条 第１７条
第１７条 第１８条
第１９条 第２０条
第２０条 第２１条
第２１条 第２２条
第２３条 第２３条
第２５条 第２６条
第２７条 第２８条
第２８条 第２９条
第３０条 第３１条
第３２条 第３３条
第３６条 第３７条
第３７条 第３８条

イ　土木工事共通仕様書に記載されている次の語句を次のとおり読み替える。

北海道建設部 旭川市
「北海道建設部土木関係請負工事監督要領」 旭川市契約事務取扱規則

「北海道請負工事検査要領」 旭川市契約事務取扱規則

土木工事共通仕様書 旭川市建設工事請負契約約款

→
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－　3　－

適用年月日修正

(7)　交通誘導警備員について

交通誘導警備員の配置を要する工事については、次の項目を遵守すること。
ア 着手時に，次の書類を提出すること。　(ｲ)(ｳ)(ｴ)(ｵ)(ｶ)は写しでよい。 イ しゅん功時に，次の書類を提出すること。　(ｲ)は監督員から請求が

(ｱ) 交通誘導警備員選定通知書 （様式-17） あった場合に提出すること。
(ｲ) 公安委員会発行の警備業認定証 (ｱ) 交通誘導警備員配置時間集計表 （様式-18）
(ｳ) 元請業者との契約書 (ｲ) 警備日報(写し)
(ｴ) 配置予定者の名簿
(ｵ) 配置予定者の合格証明書，資格者証等
(ｶ) 配置予定者の「労働保険　概算・確定保険料」申告書

ウ 書類について
(ｱ) ア－(ｳ)については施工計画書に添付し，イ－(ｱ)については工事成果品として添付すること。
(ｲ) 交通誘導警備員の誘導状況が確認できるよう，誘導警備員の配置状況と一般車両及び工事車両，作業員が写った全景写真を撮影すること。

エ 設計積算に当たって
(ｱ) 交通誘導警備員の員数は交通誘導警備員を要すると想定される主な工種の標準作業日数を用いている。

オ 請負者の義務
(ｱ) 請負人は，所管警察署に提出する道路占用許可書申請図（安全施設配置図）に交通誘導警備員の配置箇所を記入すること。
(ｲ) 請負人は，当該現場に配置される誘導警備員の所属する警備会社が安全教育を実施，受講していることの証明書類の写しを提出すること。
(ｳ) 現場代理人は，交通誘導警備員を朝礼に出席させて点呼を取り，誘導警備員の健康状態や交通誘導状態を常時把握し，異常のあるときは速や

かに警備会社に連絡，交替を要請すると共に交代要員が現場に到着するまでの間，交通誘導を要する作業を控えること。

カ 交通誘導警備員の有資格者資格要件，配置について
(ｱ) 交通誘導警備員は警備業法に定める警備員であること。
(ｲ) 一現場に交通誘導警備員を２名以上配置する場合，あるいは市街地及び公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする公園等に

係る工事現場で作業する場合は，１名以上の下表①の交通誘導警備員を配置すること。
(ｳ) (ｲ)を満たす中で，下表①の交通誘導警備員配置が困難な場合は，下表②～③に示す資格要件を満足する者を配置すること。

確認資料

交通誘導警備に関して，公安委員会が学科及び実技試験を行って専門的な 交通誘導警備検定合格証

知識・技能を有すると認めた者。 （写し）

警備員指導教育責任者 警備業法における警備員指導教育責任者資格者書証等の交付を受けている者。 警備員指導教育責任者資

格者証写し

交通誘導警備業務に従事している者 警備業法における基本教育及び業務別教育を終了し，現に交通誘導警備業務に 警備員名簿及び警備員手

従事している者。 帳（身分証明書の写し）
ただし，交通誘導に関する警備業務に従事した期間（実務経験数）が1年未満で 交通誘導に関する警備業
ある者は，法定教育を除く，警備員指導教育責任者が行う旭川市発注工事での 務に従事した期間（実務経
実地教育を受けた者であること。 験数）が１年未満である者

は，警備員教育の実施に関
する記録

資　　　格 資　格　要　件

－　7　－

交通誘導警備業務に係る1級又は2級
検定合格警備員

①

②

③

(7)　交通誘導警備員について

交通誘導警備員の配置を要する工事については、次の項目を遵守すること。
ア 着手時に，次の書類を提出すること。　(ｲ)(ｳ)(ｴ)(ｵ)(ｶ)は写しでよい。 イ しゅん功時に，次の書類を提出すること。　(ｲ)は写しでよい。

(ｱ) 交通誘導警備員選定通知書 （様式-17） (ｱ) 交通誘導警備員配置時間集計表 （様式-18）
(ｲ) 公安委員会発行の警備業認定証 (ｲ) 警備日報
(ｳ) 元請業者との契約書
(ｴ) 配置予定者の名簿
(ｵ) 配置予定者の合格証明書，資格者証等
(ｶ) 配置予定者の「労働保険　概算・確定保険料」申告書

ウ 書類について
(ｱ) ア－(ｳ)については施工計画書に添付し，イ－(ｱ)(ｲ)については工事成果品として添付すること。
(ｲ) 交通誘導警備員の誘導状況が確認できるよう，誘導警備員の配置状況と一般車両及び工事車両，作業員が写った全景写真を撮影すること。

エ 設計積算に当たって
(ｱ) 交通誘導警備員の員数は交通誘導警備員を要すると想定される主な工種の標準作業日数を用いている。

オ 請負者の義務
(ｱ) 請負人は，所管警察署に提出する道路占用許可書申請図（安全施設配置図）に交通誘導警備員の配置箇所を記入すること。
(ｲ) 請負人は，当該現場に配置される誘導警備員の所属する警備会社が安全教育を実施，受講していることの証明書類の写しを提出すること。
(ｳ) 現場代理人は，交通誘導警備員を朝礼に出席させて点呼を取り，誘導警備員の健康状態や交通誘導状態を常時把握し，異常のあるときは速や

かに警備会社に連絡，交替を要請すると共に交代要員が現場に到着するまでの間，交通誘導を要する作業を控えること。

カ 交通誘導警備員の有資格者資格要件，配置について
(ｱ) 交通誘導警備員は警備業法に定める警備員であること。
(ｲ) 一現場に交通誘導警備員を２名以上配置する場合，あるいは市街地及び公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする公園等に

係る工事現場で作業する場合は，１名以上の下表①の交通誘導警備員を配置すること。
(ｳ) (ｲ)を満たす中で，下表①の交通誘導警備員配置が困難な場合は，下表②～③に示す資格要件を満足する者を配置すること。

確認資料

交通誘導警備に関して，公安委員会が学科及び実技試験を行って専門的な 交通誘導警備検定合格証

知識・技能を有すると認めた者。 （写し）

警備員指導教育責任者 警備業法における警備員指導教育責任者資格者書証等の交付を受けている者。 警備員指導教育責任者資

格者証写し

交通誘導警備業務に従事している者 警備業法における基本教育及び業務別教育を終了し，現に交通誘導警備業務に 警備員名簿及び警備員手

従事している者。 帳（身分証明書の写し）
ただし，交通誘導に関する警備業務に従事した期間（実務経験数）が1年未満で 交通誘導に関する警備業
ある者は，法定教育を除く，警備員指導教育責任者が行う旭川市発注工事での 務に従事した期間（実務経
実地教育を受けた者であること。 験数）が１年未満である者

は，警備員教育の実施に関
する記録

資　　　格 資　格　要　件
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交通誘導警備業務に係る1級又は2級
検定合格警備員

①

②

③

提出書類の条件変
更に伴う修正



新 旧 備考

(5 )　建設副産物・廃棄物関係

ア この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）に基づき，分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化
の実施が義務付けられた工事である。

イ 建設リサイクル法に係る特定建設資材（コンクリート，コンクリート及び鉄から成る建設資材，木材，アスファルトコンクリート）を用いた工作物等の解体
においては，「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則」に定められた方法により分別解体等をすること。
分別解体等を実施する者（下請け含む）は，建設業法の土木工事業，建築工事業，解体工事業に係る第３条第
１項の許可を受けた者か，解体工事業登録を受けた者が施工すること。
また，解体工事業登録を受けた者が分別解体等を実施する場合は，分別解体等を実施する場所において解体工事業に係る登録等に関する省令に定
められた解体工事業者登録票を掲示し，解体工事登録者が選任した建設リサイクル法に規定される技術管理者に，その分別解体等を監督させなけれ
ばならない。

ウ 当該工事受注後速やかに「建設副産物に係る情報入力システム（※）」により再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成し，
工事監督員に提出すること。
また，実施状況を把握し，再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を「建設副産物に係る情報入力システム（※）」により作成し，
工事完成後，工事監督員に提出するとともに，1年間保存すること。
（※「建設副産物に係る情報入力システム」とは，一般社団法人日本建設情報総合センターが提供する
　建設副産物情報交換システム(COBRIS)等とする。これにより難い場合，国土交通省が提供するＥｘｃｅｌ形式の様式を活用する。）
また，再生資源利用(促進)計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

エ 建設副産物を仮置きする場合は，下記による保管立看板を設置すること。

オ 特定建設資材廃棄物等は，マニフェストシステムにより行うこと。また，処理終了後，速やかにマニフェストＡ，Ｂ２，D及びE票の確認を監督員に求め
ること。
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保管立看板の寸法及び記載事項　　　　　単位:cm

　建　設　副　産　物　の　保　管　場

  建設副産物

  の　種　類 
(建設発生土、ｺﾝｸﾘｰﾄ塊､ｱｽﾌｧﾙﾄ塊､抜根物等)

  保管の期間　　平成　年　月　日～平成　年　月　日　平成　年　月　日～平成　年　月　日

　管理者名 連 絡 先

50 50 25 75

200

100

25

25

25

25

保管高さ

の上限

コンクリート殻　　０．０ｍ

アスファルト殻　　０．０ｍ

(5 )　建設副産物・廃棄物関係

ア この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）に基づき，分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化
の実施が義務付けられた工事である。

イ 建設リサイクル法に係る特定建設資材（コンクリート，コンクリート及び鉄から成る建設資材，木材，アスファルトコンクリート）を用いた工作物等の解体
においては，「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則」に定められた方法により分別解体等をすること。
分別解体等を実施する者（下請け含む）は，建設業法の土木工事業，建築工事業，解体工事業に係る第３条第
１項の許可を受けた者か，解体工事業登録を受けた者が施工すること。
また，解体工事業登録を受けた者が分別解体等を実施する場合は，分別解体等を実施する場所において解体工事業に係る登録等に関する省令に定
められた解体工事業者登録票を掲示し，解体工事登録者が選任した建設リサイクル法に規定される技術管理者に，その分別解体等を監督させなけれ
ばならない。

ウ 当該工事受注後速やかに「建設副産物に係る情報入力システム（※）」により再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成し，
工事監督員に提出すること。
また，実施状況を把握し，再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を「建設副産物に係る情報入力システム（※）」により作成し，
工事完成後，工事監督員に提出するとともに，1年間保存すること。
（※「建設副産物に係る情報入力システム」とは，一般社団法人日本建設情報総合センターが提供する
　建設副産物情報交換システム(COBRIS)等とする。これにより難い場合，国土交通省が提供するＥｘｃｅｌ形式の様式を活用する。）

エ 建設副産物を仮置きする場合は，下記による保管立看板を設置すること。

オ 特定建設資材廃棄物等は，マニフェストシステムにより行うこと。また，処理終了後，速やかにマニフェストＡ，Ｂ２，D及びE票の確認を監督員に求め
ること。
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保管立看板の寸法及び記載事項　　　　　単位:cm

　建　設　副　産　物　の　保　管　場

  建設副産物

  の　種　類 
(建設発生土、ｺﾝｸﾘｰﾄ塊､ｱｽﾌｧﾙﾄ塊､抜根物等)

  保管の期間　　平成　年　月　日～平成　年　月　日　平成　年　月　日～平成　年　月　日

　管理者名 連 絡 先

50 50 25 75

200

100

25

25

25

25

保管高さ

の上限

コンクリート殻　　０．０ｍ

アスファルト殻　　０．０ｍ

コブリスの現場掲
示に関する文書の
追加

(ｳ)　抜根・スキ取物中間処理施設

(ｴ)　産業廃棄物中間処分場

凡例 プ…廃プラ　ゴ…ゴムくず　金…金属くず　陶…陶磁器くず，ガラスくず　紙…紙くず　木…木くず　繊…繊維くず　動…動物性残さ
燃…燃え殻　が…がれき　蛍…蛍光灯　配…配管用グラスウール　塗…塗料廃材　石…石膏ボード　綿…石綿板

会社所在地 中間処理施設所在地
ＴＥＬ ＴＥＬ

旭川市東光１４条１丁目３番６号 旭川市神居町共栄１０７０番１
０１６６-３１-５１１１ ０１６６-６９-５１３３

旭川市台場２条２丁目４番１６号 旭川市西神楽南１６号３６４
０１６６-６１-４６４９ ０１６６-６１-４６４９

旭川市神居町共栄４９３番地１ 旭川市神居町共栄４９３番地１
０１６６-６３-１５１１ ０１６６-６３-１５１１

旭川市７条通１０丁目 旭川市江丹別町共和２８０番１
０１６６-２３-１７９２ ０１６６-６３-４１５３

旭川市北門町１８－２１５５－２ 旭川市江丹別町共和２４８番２
０１６６-５５-０２００ ０１６６－７６ー１５１０

旭川市神居町共栄４０１番地１ 旭川市神居町共栄４０１番地１
０１６６-６２-５８００ ０１６６－６２ー５８００

旭川市永山１３条３丁目１番７号 旭川市神居町春志内５４８番
０１６６-２３-１６７０ ０１６６－２３－１６７０

旭川市住吉４条２丁目８番１３号 旭川市東鷹栖東２条３丁目１３７番１７２
０１６６－５３－７１７１ ０１６６－５３－７１７１

旭川市江丹別町芳野５番 旭川市江丹別町芳野５番
０１６６－４９－０８００ ０１６６－４９－０８００

処分場所在地
ＴＥＬ

旭川市江丹別町共和２８０番１
０１６６-６３-４１５３

旭川市工業団地５条３丁目７９９番５
０１６６－３６－５０４４

旭川市江丹別町芳野５番
０１６６－４９－０８００

旭川市江丹別町共和２４７番１
０１６６－７６－１５１０

旭川市江丹別町共和２４８番２
０１６６－７６－１５１０

旭川市江丹別町嵐山２５０－３
０１６６-６２-４４７８

旭川市神居町富岡４５８番
０１６６-６３-２５５４

旭川市神居町共栄４０１番１
０１６６－６２－５８００

旭川市神居町共栄４９３番１
０１６６-６３-１５１１

旭川市永山１３条３丁目１番７号
０１６６－２３－１６７０

旭川市東旭川町桜岡２４番２
０１６６-３６-７５２５

旭川市神居町共栄１６９番１
０１６６-６９-５１３３

旭川市東鷹栖東２条３丁目１３７番１７２
０１６６－５３－７１７１

旭川市東鷹栖東２条４丁目１９３１番２
０１６６－５７－５６０８

旭川市工業団地４条１丁目
０１６６－３６－５５１２
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番号 会社名
ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ

設備の有無

1 ㈱安井組 有

2 ㈱八鍬組(スキ取物のみ) 有

3 ㈱アンビエンテ丸大 有

4
㈱旭川振興公社　旭川廃棄物

処理センター（抜根物のみ） 有

5 ㈱サンテック 有

6 ㈱十商カムイ（抜根物のみ） 有

7 ㈱ニッセー（抜根物のみ） 有

8 旭星クリーン㈱（抜根物のみ） 有

9 旭東清掃㈱（抜根物のみ） 有

番号 会社名 取扱い品目 処分場形式 備考

1
㈱旭川振興公社

旭川廃棄物処理センター
木・動

2 旭東清掃㈱（工業団地） プ・蛍

3 旭東清掃㈱（江丹別） 木

4 ㈱コタニ工業 プ・陶・が

5 ㈱サンテック 木

6 ㈲旭川ニッコータイヤ プ

7
道北リサイクル

協同組合
陶・が

8 ㈱十商カムイ プ・金・陶・木・が

9 ㈱アンビエンテ丸大
プ・ゴ・金・陶・紙・木・

繊・動・燃・配

10 ㈱ニッセー 木

11 ㈱安井組(東旭川) 陶・が

12 ㈱安井組(神居) 木

13 旭星クリーン(株) プ・金

14 野田建設工業(株) が

15 (株)高橋作工 木

(ｳ)　抜根・スキ取物中間処理施設

(ｴ)　産業廃棄物中間処分場

凡例 プ…廃プラ　ゴ…ゴムくず　金…金属くず　陶…陶磁器くず，ガラスくず　紙…紙くず　木…木くず　繊…繊維くず　動…動物性残さ
燃…燃え殻　が…がれき　蛍…蛍光灯　配…配管用グラスウール　塗…塗料廃材　石…石膏ボード　綿…石綿板

会社所在地 中間処理施設所在地
ＴＥＬ ＴＥＬ

旭川市東光１４条１丁目３番６号 旭川市神居町共栄１０７０番１
０１６６-３１-５１１１ ０１６６-６９-５１３３

旭川市台場２条２丁目４番１６号 旭川市西神楽南１６号３６４
０１６６-６１-４６４９ ０１６６-７５-５３６６

旭川市神居町共栄４９３番地１ 旭川市神居町共栄４９３番地１
０１６６-６３-１５１１ ０１６６-６３-１５１１

旭川市７条通１０丁目 旭川市江丹別町共和２８０番１
０１６６-２３-１７９２ ０１６６-６３-４１５３

旭川市北門町１８－２１５５－２ 旭川市江丹別町共和２４８番２
０１６６-５４-１５５５ ０１６６－５５ー０２００

旭川市神居町共栄４０１番地１ 旭川市神居町共栄４０１番地１
０１６６-６２-５８００ ０１６６－６２ー５８００

旭川市永山１３条３丁目１番７号 旭川市神居町春志内５４８番
０１６６-２３-１６７０ ０１６６－２３－１６７０

旭川市住吉４条２丁目８番１３号 旭川市東鷹栖東２条３丁目１３７番１７２
０１６６－５３－７１７１ ０１６６－５３－７１７１

旭川市江丹別町芳野５番 旭川市江丹別町芳野５番
０１６６－４９－０８００ ０１６６－４９－０８００

処分場所在地
ＴＥＬ

旭川市江丹別町共和２８０番１
０１６６-６３-４１５３

旭川市工業団地５条３丁目７９９番５
０１６６－３６－５０４４

旭川市江丹別町芳野５番
０１６６－４９－０８００

旭川市江丹別町共和２４７番１
０１６６－７６－１５１０

旭川市江丹別町共和２４８番２
０１６６－７６－１５１０

旭川市江丹別町嵐山２５０－３
０１６６-６２-４４７８

旭川市神居町富岡４５８番
０１６６-６３-２５５４

旭川市神居町共栄４０１番１
０１６６－６２－５８００

旭川市神居町共栄４９３番１
０１６６-６３-１５１１

旭川市永山１３条３丁目１番７号
０１６６－２３－１６７０

旭川市東旭川町桜岡２４番２
０１６６-３６-７５２５

旭川市神居町共栄１６９番１
０１６６-３６-７５２５

旭川市東鷹栖東２条３丁目１３７番１７２
０１６６－５３－７１７１

旭川市東鷹栖東２条４丁目１９３１番２
０１６６－５７－５６０８

旭川市工業団地４条１丁目
０１６６－３６－５５１２
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番号 会社名
ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ

設備の有無

1 ㈱安井組 有

2 ㈱八鍬組(スキ取物のみ) 有

3 ㈱アンビエンテ丸大 有

4
㈱旭川振興公社　旭川廃棄物

処理セン ター（抜根物のみ） 有

5 ㈱サンテック 有

6 ㈱十商カムイ（抜根物のみ） 有

7 ㈱ニッセー（抜根物のみ） 有

8 旭星クリーン㈱（抜根物のみ） 有

9 旭東清掃㈱（抜根物のみ） 有

番号 会社名 取扱い品目 処分場形式 備考

1
㈱旭川振興公社

旭川廃棄物処理センター
木・動

2 旭東清掃㈱（工業団地） プ・蛍

3 旭東清掃㈱（江丹別） 木

4 ㈱コタニ工業 プ・陶・が

5 ㈱サンテック 木

6 ㈲旭川ニッコータイヤ プ

7
道北リサイクル

協同組合
陶・が

8 ㈱十商カムイ プ・金・陶・木・が

9 ㈱アンビエンテ丸大
プ・ゴ・金・陶・紙・木・

繊・動・燃・配

10 ㈱ニッセー 木

11 ㈱安井組(東旭川) 陶・が

12 ㈱安井組(神居) 木

13 旭星クリーン(株) プ

14 野田建設工業(株) が

15 (株)高橋作工 木

電話番号の修正
取扱品目の修正



新 旧 備考
３　施工条件 （ 選 択 ）

☐ (1)　本工事を施工するための条件

☐ ア

    
☐ イ ☐ 別紙「概数として扱う数量一覧表」に示した数量は概数である。概数として扱う事項の施工に当たっては，施工後でなければ

数量が確認出来ない場合を除き，現地踏査終了後速やかに工事監督員と協議し，数量の確定を行い着手すること。
☐ 概数の確定により数量の変更が生じた場合には，設計変更により処理する。

なお，設計に対して過大な出来形数量に変更するものではないことに留意すること。
☐ 「概数として扱う数量一覧表」で示した仮設工の工事数量は，標準的な工法により算出したものであるため，

取り合い等によって新たに必要となる項目についても概数として扱う場合がある。
☐ 当該工事において，設計変更図書の作成(設計変更図面の作成及び工事数量の算出)を請負人に行わせる場合がある。
☐ ☐

☐ は概数の確定後，工事に着手すること。
☐ 当該工事のうち交通誘導警備員数は，請負人より提出された工程管理(ネットワーク等)を基に工事監督員と協議して数量を確定する。

☐ ウ 非契約事項（数量）の取扱い
以下の図書において，細別欄を括弧書きで記した事項は，契約事項とならないものの数量であり，請負人の任意施工を拘束するものではない。
ただし，概数の確定や現場・設計図書の不一致等が生じた場合は，必要に応じて設計変更する。

☑
☐

当該工事のうち は，現地測量を行った結果に基づき工事監督員と協議して数量を確定する。
なお，

「北海道建設部土木工事工種体系化の手引き」
別紙「工事数量総括表」

－　25　－

本工事の施工に際して，本特記仕様書，土木工事共通仕様書及び公示用設計図書に記載されていない事項については，「都市公園事業設計要領」並
びに次の図書に基づき実施すること。

☑ 本工事の非契約事項については， を参照すること。

３　施工条件 （ 選 択 ）

☐ (1)　本工事を施工するための条件

☐ ア

    
☐ イ ☐ 別紙「概数として扱う数量一覧表」に示した数量は概数である。概数として扱う事項の施工に当たっては，施工後でなければ

数量が確認出来ない場合を除き，現地踏査終了後速やかに工事監督員と協議し，数量の確定を行い着手すること。
☐ 概数の確定により数量の変更が生じた場合には，設計変更により処理する。

なお，設計に対して過大な出来型数量に変更するものではないことに留意すること。
☐ 「概数として扱う数量一覧表」で示した仮設工の工事数量は，標準的な工法により算出したものであるため，

取り合い等によって新たに必要となる項目についても概数として扱う場合がある。
☐ 当該工事において，設計変更図書の作成(設計変更図面の作成及び工事数量の算出)を請負人に行わせる場合がある。
☐ ☐

☐ は概数の確定後，工事に着手すること。
☐ 当該工事のうち交通誘導警備員数は，請負人より提出された工程管理(ネットワーク等)を基に工事監督員と協議して数量を確定する。

☐ ウ 非契約事項（数量）の取扱い
以下の図書において，細別欄を括弧書きで記した事項は，契約事項とならないものの数量であり，請負人の任意施工を拘束するものではない。
ただし，概数の確定や現場・設計図書の不一致等が生じた場合は，必要に応じて設計変更する。

☑
☐

当該工事のうち は，現地測量を行った結果に基づき工事監督員と協議して数量を確定する。
なお，

「北海道建設部土木工事工種体系化の手引き」
別紙「工事数量総括表」

－　25　－

本工事の施工に際して，本特記仕様書，土木工事共通仕様書及び公示用設計図書に記載されていない事項については，「都市公園事業設計要領」並
びに次の図書に基づき実施すること。

☑ 本工事の非契約事項については， を参照すること。

誤字修正

☐ オ 汚泥の取り扱いについては，次のとおりとする。

(ｱ)　管洗浄により生じる汚泥は，汚泥処理施設にて処理を行うこと。
(ｲ)　舗装切断作業に伴い，切断機械から発生する排水については，排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水に

ついては関係機関等と協議の上，適正に処理すること。
(ｳ)　「適正に処理」するとは，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき，産業廃棄物の排出事業者（請負業者）が産業廃棄物の処理を委託す

る際，適正処理の為に必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供することが必要である。
(ｴ)　無機質汚泥で再生処理できるものは，再生処理施設で処理すること。
(ｵ)　有機質汚泥については，中間処理後に下記処理センターにて最終処理すること。なお，中間処理施設で含水比50％未満まで抜水してから処分
　　 施設の指示に従うこと。

（株） 旭川振興公社　旭川廃棄物処理センター
場所　旭川市江丹別町共和２７９－２　　　ＴＥＬ　０１６６－６３－４１５３

☐ カ

（任意選定箇所）

ｔ　 ｔ　 ｔ　

Ｋｍ　 Ｋｍ　 Ｋｍ　

☐ キ 当該工事では，循環税相当額を見込んでいる。

☐ ク この工事で発生する鉄くずについては，土木事業所でストックするため以下のとおり搬出すること。
また，鉄くずについては重量を測定のうえ，生産物件(発生材)報告書(様式-33)にとりまとめること。

○○ ｔ　

○○ Ｋｍ　

なお，搬出時期については事前に監督員と協議し，搬入の際には監督員が立会うものとする。

種　　　　　　類
運　搬　数　量

再資源化施設名又は受入先
住　　　　　所

運　搬　距　離
処　理　方　法

運　搬　数　量
搬出先 旭川市土木事業所

住　　　　　所 旭川市東旭川町6-2
運　搬　距　離

－　28　－

この工事で発生する産業廃棄物（特定建設資材廃棄物以外の物）については，次のとおり処分すること。なお，工事状況・再資源化施設等の状況によ
り，変更が生じた場合は，監督員と協議すること。また，任意選定箇所については，最寄りの箇所としている。

受　入　条　件

☐ オ 汚泥の取り扱いについては，次のとおりとする。

(ｱ)　管洗浄により生じる汚泥は，汚泥処理施設にて処理を行うこと。
(ｲ)　舗装切断作業に伴い，切断機械から発生する排水については，排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水に

ついては関係機関等と協議の上，適正に処理すること。
(ｳ)　「適正に処理」するとは，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき，産業廃棄物の排出事業者（請負業者）が産業廃棄物の処理を委託す

る際，適正処理の為に必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供することが必要である。
(ｴ)　無機質汚泥で再生処理できるものは，再生処理施設で処理すること。
(ｵ)　有機質汚泥については，中間処理後に下記処理センターにて最終処理すること。なお，中間処理施設で含水比50％未満まで抜水してから処分
　　 施設の指示に従うこと。

（株） 旭川振興公社　旭川廃棄物処理センター
場所　旭川市江丹別町共和２７９－２　　　ＴＥＬ　０１６６－６３－４１５３

☐ カ

（任意選定箇所）

ｔ　 ｔ　 ｔ　

Ｋｍ　 Ｋｍ　 Ｋｍ　

☐ キ 当該工事では，循環税相当額を見込んでいる。

種　　　　　　類
運　搬　数　量

再資源化施設名又は受入先
住　　　　　所

運　搬　距　離
処　理　方　法

－　28　－

この工事で発生する産業廃棄物（特定建設資材廃棄物以外の物）については，次のとおり処分すること。なお，工事状況・再資源化施設等の状況によ
り，変更が生じた場合は，監督員と協議すること。また，任意選定箇所については，最寄りの箇所としている。

受　入　条　件

鉄くずの運搬に関
する事項の追加



新 旧 備考
☐ (14)　指定歩掛の試験施工，実績報告について

☐ 1 試験施工

工の施工については，工事着手前に工事監督員立会のうえ，試験施工を行うこと。
　なお，試験施工による確認事項は，次のとおりである。

① m3

② 日

③ 人工（8時間換算日数）

④ 時間

また，試験施工の結果に伴う設計変更については，別途協議する。

☐ 2 実績報告

工の施工については，設計変更に関わらず，工事全体での実績を報告すること。
　なお，実績報告による確認事項は，次のとおりである。

① 施工日数： ○○ 日

② 作業人員： ○○ 人工（8時間換算日数）

③ 時間

試験施工及び実績報告については，施工実績報告書(様式-34)にとりまとめること。

○○○

施工量： ○○

施工日数： ○○

作業人員： ○○

機械運転時間： ○○

○○○

機械運転時間： ○○

－　37　－

項目の追加



特記仕様書様式 令和５年４月版 新旧対照表
新 旧 備考

様－29

○○工事取りまとめ結果表

でき形部分検査・工事完成検査

（施工年度）

（施工者） 請負業者

（現場代理人） 氏　　名

（主任技術者

　又は管理技術者） 氏　　名

様－29

総括監督員 主任監督員 監督員

○○工事でき形測定総括表

　　　　品質管理

（施工年度）

（公園名）

（工事名）

（施工管理の種別）

（施工者） 請負業者

（現場代理人） 氏　　名

（主任技術者

　又は管理技術者） 氏　　名

（測定者） 氏　　名

様式 29
北海道の改訂による
様式の変更



新 旧 備考
様－33

令和○年○○月○○日

（あて先）旭川市長

請負人　住所 　○○○○○○○○○○○○

氏名 　○○○○○○○

　　次のとおり生産物件が発生したので報告します。

○○○○○○○○○○○○○○○○工事

単位 数量 重量（kg）

○○ ○○ ○○

※計量時の写真を添付すること。

生産物件（発生材）

報　　告　　書

工事名

品名 規格

○○○○○○ ○○○○○○

受入場所
○○○○○○○○○
○○○○○○○

発生原因
○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○

様式 33
様式の追加



新 旧 備考
様－34

会　社　名 　○○○○○○○○

担当責任者 　○○○○○○

TEL 　○○○○○○○○○

FAX 　○○○○○○○○○

○○○工　積算基準　施工実績

1　試験施工結果

（1）施工労務

職種

工種名

（注）作業人員は，8時間/人として換算すること。

（2）施工機械

2　施工結果（全工事量）

（1）施工労務

職種

工種名

（注）作業人員は，8時間/人として換算すること。

（2）施工機械

施　工　実　績　報　告　書

作業人員

土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員

○○○工 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

工　種　名 機　械　名 規　格 運転時間

○○工 ○○○○ ○○○○ ○○

作業人員

土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員

○○○工 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

工　種　名 機　械　名 規　格 運転時間

○○工 ○○○○ ○○○○ ○○

施工量 施工日数
日当たり
施工量

施工量 施工日数
日当たり
施工量

様式 34
様式の追加


